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◇一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第９号）
１　寒冷地手当の支給対象から北海道札幌市に在勤する職員を除くこととした。（第23条関係）
２　施行期日
　　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。

◇秋田県招致外国青年の給料及び旅費に関する条例を廃止する条例（秋田県条例第10号）
１　秋田県招致外国青年の給料及び旅費に関する条例（昭和62年秋田県条例第18号）を廃止することとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第11号）
１　警察職員手当の支給対象作業から術科指導作業を除くこととした。（第23条関係）
２　航空手当について、特定の業務のため飛行中の回転翼航空機から降下した日があるときは、当該降下した日１日に
つき870円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算することとした。（第24条関係）
３　その他所要の規定の整理を行うこととした。
４　施行期日
　　この条例は、一部を除き、平成23年４月１日から施行することとした。

◇職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第12号）
１　育児休業をすることができない職員に、一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年秋田県条例第69号）
第４条第３項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員等を加えることとした。（第２条関係）

この号で公布された条例のあらまし

◇ ◇
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２　非常勤職員の育児休業の期限について、当該育児休業の状況に応じ、当該子が１歳に達する日から１歳６か月に達
する日までの間でそれぞれ定めることとした。（第２条の２関係）
３　非常勤職員について、再度の育児休業をすることができる特別の事情に係る規定を整備することとした。（第３条
関係）
４　部分休業を請求することができない職員に、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が１年以上であっ
て、勤務日の日数等が一定のものである非常勤職員以外の非常勤職員等を加えることとした。（第24条関係）
５　非常勤職員に対する部分休業の承認について、１日につき当該非常勤職員について定められた勤務時間から５時間
45分を減じた時間を超えない範囲内で行うこととした。（第25条関係）
６　その他所要の規定の整備を行うこととした。
７　施行期日
　　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。

◇秋田県県税条例等の一部を改正する条例（秋田県条例第13号）
１　秋田県県税条例（昭和29年秋田県条例第24号）の一部改正（第１条による改正）
　⑴　県民税
　　①　寄附金税額控除の適用下限額を2,000円（現行5,000円）に引き下げることとした。（第36条の２及び附則第４

条の３関係）
　　②　納税義務者が成年扶養親族を有する場合の総所得金額等からの控除の見直しに伴い、所要の規定の整備を行う

こととした。（附則第２条関係）
　　③　特定寄附信託の委託者が、当該特定寄附信託契約に基づき寄附金税額控除の対象となる公益法人等に対して寄

附した金額のうち、非課税となった利子所得に相当するものとして計算した一定の金額に係る部分は、寄附金税
額控除は適用しないこととした。（附則第４条の４関係）

　　④　肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例について、免税対象飼育牛の売却頭数が年間1,500頭
（現行2,000頭）を超える場合はその超える部分の所得について免税対象から除外することとした上、その適用
期限を平成27年度（現行平成24年度）まで延長することとした。（附則第５条関係）

　　⑤　退職所得の分離課税に係る所得割の額からその10分の１に相当する金額を控除する措置を廃止することとし
た。（附則第６条関係）

　　⑥　個人の県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額を3,300円（本則3,000円）とする特例を廃止することとし
た。（附則第12条の７関係）

　　⑦　特定寄附信託について、計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実が生じ、非課税の適用がな
かったものとされた利子について、当該特定寄附信託の受託者がその利子を支払ったものとみなして利子割に関
する規定を適用することとした。（附則第13条の２関係）

　⑵　不動産取得税
　　①　次に掲げる不動産に係る納税義務の免除措置を廃止することとした。
　　　ア　市街地再開発組合が第一種市街地再開発事業の施行に伴い取得した施設建築物に係る不動産を一定の期間内

に従前の権利者に譲渡した場合の当該不動産（第76条の４関係）
　　　イ　事業協同組合又は協同組合連合会が独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成14年法律第147号）に規定

する資金の貸付けを受けて取得した一定の不動産を一定の期間内にその組合員又は所属員に譲渡した場合の当
該不動産（第76条の５関係）

　　　ウ　農地保有合理化法人等が土地改良法（昭和24年法律第195号）の規定に基づき取得した換地を一定の期間内
に譲渡した場合の当該換地（第76条の７関係）

　　　エ　外国人留学生の寄宿舎の設置及び運営を主たる目的とする公益社団法人又は公益財団法人が取得する外国人
留学生の寄宿舎の用に供する不動産（第76条の８関係）

　　　オ　農業生産法人が組合員、社員又は株主となる資格を有する者から現物出資により取得する農業の用に供する
土地（第76条の９関係）

　　②　心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に
規定する助成金の支給を受けて取得する一定の事業の用に供する施設に係る税額の減額措置の適用期限を平成25
年３月31日（現行平成23年３月31日）まで延長することとした。（附則第16条関係）

　　③　入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和41年法律第126号）の規定に基づき入会権者又
は旧慣使用権者が取得する一定の土地に係る税額の減額措置を廃止することとした。（附則第16条関係）

　　④　産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成11年法律第131号）に規定する計画に従って譲
渡される不動産に係る税額の減額措置について、対象となる計画類型を認定中小企業承継事業再生計画に限定し
た上、その適用期限を平成24年３月31日（現行平成23年３月31日）まで延長することとした。（附則第16条関

◇ ◇
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係）
　　⑤　高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律（平成23年法律第　　号）の施行の日から平成

25年３月31日までの間に取得した土地の上に、一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅が新築された場
合に、新築住宅の用に供する土地に係る税額の減額措置を適用することとした。（附則第16条関係）

　　⑥　生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予を受けている者が、適用対象農地等のすべてを農業経営基盤強化促進法
（昭和55年法律第65号）に規定する認定農業者に認定された農業生産法人に使用貸借する等の場合で贈与税の納
税猶予の継続を認められるときに不動産取得税の徴収猶予を継続する特例措置を廃止することとした。（附則第
18条関係）

　⑶　県たばこ税
　　①　県たばこ税の税率を、1,000本につき860円（現行1,504円）とすることとした。（第83条関係）
　　②　①にかかわらず、旧三級品の紙巻たばこに係る県たばこ税の税率を、1,000本につき411円（現行716円）とす

ることとした。（附則第18条の３関係）
　⑷　自動車取得税
　　　道路運送法（昭和26年法律第183号）に規定する一般乗合用旅客運送事業を経営する者が、地域住民の生活上必
要なものとして規則で定めるバス路線の運行の用に供する一般乗合用バスを取得した場合においては、当該自動車
の取得について非課税とすることとした。（附則第18条の３の２関係）

　⑸　罰則
　　①　不申告等に関する過料の多額を10万円（現行３万円）に引き上げることとした。（第32条、第48条の４、第58

条、第65条、第71条、第88条、第131条、第133条、第144条、第146条、第166条及び第173条関係）
　　②　県たばこ税及び自動車取得税の不申告について、10万円以下の過料を科すこととした。（第83条の３の２及び

第111条の２関係）
　⑹　その他所要の規定の整備を行うこととした。
２　秋田県県税条例の一部を改正する条例（平成20年秋田県条例第36号）の一部改正（第２条による改正）
　⑴　平成21年１月１日から平成23年12月31日までの間に個人に対して支払う上場株式等の配当等に係る配当割の軽減
税率（３％（本則５％））の特例を２年延長することとした。（附則第４項関係）

　⑵　平成21年１月１日から平成23年12月31日までの間の源泉徴収選択口座における株式等譲渡所得割の軽減税率
（３％（本則５％））の特例を２年延長することとした。（附則第５項関係）

　⑶　平成21年１月１日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例
（1.2％（本則２％））を２年延長することとした。（附則第10項及び附則第17項関係）

３　秋田県県税条例の一部を改正する条例（平成22年秋田県条例第６号）の一部改正（第３条による改正）
　　非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等の金額とを区分して
計算する特例の施行日を２年延長し、平成27年１月１日とすることとした。（附則第１項及び附則第５項関係）
４　施行期日等
　⑴　この条例は、次を除き、平成23年４月１日から施行することとした。
　　①　１⑸　平成23年６月１日
　　②　１⑴①、③及び⑤　平成24年１月１日
　　③　１⑶　平成24年４月１日
　　④　１⑴②及び④　平成25年１月１日
　　⑤　１⑵⑤　高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。
　⑶　秋田県行政機関設置条例の一部を改正する条例（平成22年秋田県条例第57号）について所要の規定の整理を行う
こととした。

◇秋田県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例（秋田県条例第14号）
１　引用している廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）及びその条項に係る部分を改め
ることとした。（第２条関係）
２　施行期日
　　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。

◇秋田県南部老人福祉総合エリア条例の一部を改正する条例（秋田県条例第15号）
１　秋田県南部老人福祉総合エリアの養護老人ホーム及び軽費老人ホームを廃止することとした。（第１条、第２条、
第４条、第９条、附則及び別表第１関係）
２　施行期日等

◇ ◇
◇ ◇
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　⑴　この条例は、一部を除き、平成23年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県知的障害福祉施設条例を廃止する条例（秋田県条例第16号）
１　秋田県知的障害福祉施設条例（平成17年秋田県条例第68号）を廃止することとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県身体障害者更生訓練センター条例を廃止する条例（秋田県条例第17号）
１　秋田県身体障害者更生訓練センター条例（平成17年秋田県条例第71号）を廃止することとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県総合生活文化会館条例の一部を改正する条例（秋田県条例第18号）
１　秋田県総合生活文化会館の施設のうち、生活センターにおいて行う消費生活に関する相談等の業務を分掌させるた
め、生活センターの分室を置くこととし、その名称及び位置は規則で定めることとした。（第２条関係）
２　施行期日
　　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。

◇秋田県公害防止条例の一部を改正する条例（秋田県条例第19号）
１　引用している水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）の条項を改めることとした。（第51条関係）
２　施行期日
　　この条例は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律（平成22年法律第31号）の施行の日又はこ
の条例の公布の日のいずれか遅い日から施行することとした。

◇秋田県地球温暖化対策推進条例（秋田県条例第20号）
１　この条例は、秋田県環境基本条例（平成９年秋田県条例第60号）第３条に定める基本理念にのっとり、地球温暖化
の防止について、県、事業者、県民及び旅行者等の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関し必要な事項
を定めることにより、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進し、もって地球環境の保全に貢献するとともに現在
及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とすることとした。（第１条関係）
２　この条例において用いる「地球温暖化」等の用語の意議を定めることとした。（第２条関係）
３　地球温暖化の防止について、県、事業者、県民及び旅行者等の責務を定めることとした。（第３条～第６条関係）
４　知事は、地球温暖化対策に関する計画を定め、これを公表することとした。（第７条関係）
５　事業者は、その事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の把握に努めなければならないこととした。（第８条関
係）
６　温室効果ガス排出抑制計画書及び温室効果ガス排出量等報告書（以下「計画書等」という。）の作成、提出等につ
いて定めることとした。（第９条～第12条関係）
７　知事は、計画書等の概要を公表することとした。（第13条関係）
８　県は、一般事業者が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う取組を促進するため、情報の提供等を行うこととし
た。（第14条関係）
９　事業者は、環境マネジメントシステムの導入に努めなければならないこととした。（第15条関係）
10　事業者及び県民は、できる限り公共交通機関又は自転車の利用に努めなければならないこととした。（第16条関
係）

11　自動車の使用者は、その適正な整備及び適切な使用に努めなければならないこととした。（第17条関係）
12　事業者及び県民は、温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車の購入又は使用に努めなければならないこととし
た。（第18条関係）

13　事業者及び県民は、温室効果ガスの排出の量がより少ない電気機器等の購入又は使用に努めなければならないこと
とした。（第19条関係）

14　事業者及び県民は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に努めなければならないこととした。（第20条関係）
15　県は、率先して、その事務及び事業において、再生可能エネルギーの利用に努めることとした。（第21条関係）
16　事業者及び県民は、その事業活動及び日常生活において、再生可能エネルギーの利用に努めなければならないこと

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
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とした。（第22条関係）
17　県は、森林の保全及び整備に努めることとした。（第23条関係）
18　事業者及び県民は、森林の有する温室効果ガスの吸収作用に関する理解を深めるとともに、当該吸収作用の保全及
び強化のための取組にできる限り協力するように努めなければならないこととした。（第23条関係）

19　事業者及び県民は、秋田スギその他の県内産の木材の利用に努めなければならないこととした。（第24条関係）
20　事業者、県民及び旅行者等は、廃棄物等の発生の抑制、循環資源の再使用及び再生利用等に努めなければならない
こととした。（第25条関係）

21　県民は、その日常生活における温室効果ガスの排出の量の把握に努めるとともに、電気機器等の使用方法の見直し
を通じ、できる限りエネルギーの使用の合理化に努めなければならないこととした。（第26条及び第27条関係）

22　県は、21の取組を促進するための必要な措置を講ずることとした。（第28条関係）
23　県は、地球温暖化の防止について、教育の充実及び学習の機会の提供に努めるとともに、啓発活動を行うこととし
た。（第29条及び第30条関係）

24　県は、秋田県地球温暖化防止活動推進センター、秋田県地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策地域協議会
に対し、必要な支援を行うこととした。（第31条関係）

25　県は、市町村の地球温暖化対策について、必要な協力を行うこととした。（第32条関係）
26　知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業活動に伴い温室効果ガスの排出をする者に対し、報告若しく
は資料の提出を求め、又はその職員に、事務所等を立入調査させることができることとした。（第33条関係）

27　知事は、特定事業者が、計画書等の提出をせず、若しくは虚偽の記載をして提出をしたとき、又は事業者が、26の
報告等を拒否したときは、提出等を勧告することができることとした。（第34条関係）

28　知事は、27の勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表
することができることとした。（第35条関係）

29　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることとした。（第36条関係）
30　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし６、７、26、27及び28は、平成24年４月１日から施行する
こととした。

◇秋田県一般廃棄物処理施設設置許可等手数料徴収条例の一部を改正する条例（秋田県条例第21号）
１　熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る技術上の基準等の適合の認定を受けようとする者等から手数料を
　徴収することとし、その額を次のとおりとすることとした。（第２条関係）

２　施行期日
　　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。

◇秋田県就農支援資金貸付事業等特別会計条例（秋田県条例第22号）
１　青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法（平成７年法律第２号）第19条第１項に規定する貸
付事業及び農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律（平成22年法
律第23号）第１条の規定による改正前の農業改良資金助成法（昭和31年法律第102号）第１条に規定する農業改良資
金の償還等の事業の経理の適正を図るため、秋田県就農支援資金貸付事業等特別会計を設置することとした。（第１
条関係）
２　この会計においては、一般会計繰入金、国からの借入金、貸付金の償還金その他の諸収入をもってその歳入とし、
貸付金、国への償還金及び納付金、一般会計繰出金その他の諸支出をもってその歳出とすることとした。（第２条関
係）
３　この会計においては、１の事業ごとに区分して経理することとした。（第３条関係）

◇ ◇
◇ ◇

区分

熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る技術上の基準等の適合の認定の申請

熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る技術上の基準等の適合の認定の更新の申請

熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る技術上の基準等の適合の認定の申請

熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る技術上の基準等の適合の認定の更新の申請

手数料の額
（１件につき）

33,000円

20,000円

33,000円

20,000円



４　施行期日等
　⑴　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県産業技術センター条例（秋田県条例第23号）
１　秋田県産業技術センター（以下「センター」という。）の設置の目的及び位置について定めることとした。（第１
条関係）
２　センターの施設及び設備を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならないこととした。（第２条関
係）
３　知事が２の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは期限を定めて使用を停止させることができる場合の要件
を定めることとした。（第３条関係）
４　センターの使用料の徴収、減免及び不還付について定めることとした。（第４条～第６条及び別表関係）
５　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることとした。（第７条関係）
６　施行期日等
　⑴　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。
　⑵　秋田県工業技術センター条例（昭和57年秋田県条例第48号）及び秋田県高度技術研究所条例（平成４年秋田県条
例第34号）は廃止することとした。

◇秋田県立都市公園条例の一部を改正する条例（秋田県条例第24号）
１　都市公園法（昭和31年法律第79号）第６条第１項又は第３項の規定による都市公園の占用に係る使用料について、
水道管等の区分を改めるとともに、電柱、電線、水道管等に係る額の引下げ等を行うこととした。（別表関係）
２　施行期日
　　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。

◇秋田県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例（秋田県条例第25号）
１　２に掲げる占用物件以外の占用物件に係る道路の占用料の額を、一部を除き、引き下げることとした。（別表関
係）
２　次に掲げる占用物件に係る道路の占用料の額を算定するために近傍類似の土地の時価に乗じる率を引き上げること
とした。（別表関係）
　⑴　地下街又は地下室であって、階数が２のもの
　⑵　道路法施行令（昭和27年政令第479号。以下「令」という。）第７条第６号に掲げる施設
　⑶　令第７条第７号に掲げる施設及び自動車駐車場
　⑷　令第７条第８号に掲げる応急仮設建築物
　⑸　令第７条第９号に掲げる器具
　⑹　令第７条第10号及び第11号に掲げる施設
３　施行期日
　　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。

◇秋田県行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例（秋田県条例第26号）
１　地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の４第７項の規定による許可を受けてする電柱、電線、水管等による
行政財産の使用に係る使用料の額を、一部を除き、引き下げることとした。（別表関係）
２　施行期日
　　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。

◇学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第27号）
１　公立小学校等の職員の定数を次のとおりとすることとした。（第１条～第３条関係）

（単位：人）　
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◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇

－６－

区分

公立小学校 校長及び教員

職員の定数

改正前

3,516

改正後

3,486

増減

△30
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２　施行期日
　　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。

◇秋田県警察職員定数条例の一部を改正する条例（秋田県条例第28号）
１　職員の定数を次のとおりとすることとした。（第２条関係）

（単位：人）　
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公立中学校

共同調理場

県立高等学
校

県立特別支援学校

養護教員

栄養教諭及び学校栄養職員

事務職員

校長及び教員

養護教員

栄養教諭及び学校栄養職員

事務職員

栄養教諭及び学校栄養職員

校長、教員、実習助手及び事務職員

その他の職員

校長、教員、実習助手及び事務職員

その他の職員

教員及び事務職員

その他の職員

校長、教員、寄宿舎指導員及び事務職員

その他の職員

255

27

259

2,250

131

11

130

82

2,291

108

109

8

18

1

940

85

10,221

251

26

255

2,228

131

12

131

81

2,245

108

110

8

17

1

957

82

10,129

△ 4

△ 1

△ 4

△22

0

1

1

△ 1

△46

0

1

0

△ 1

0

17

△ 3

△92

全日制

定時制

通信制

計

◇ ◇

区分

警視

警部

警部補及び巡査部長

巡査

改正前

88

180

1,104

579

職員の定数

改正後

88

180

1,106

580

増減

0

0

2

1
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２　施行期日
　　この条例は、平成23年４月１日から施行することとした。

◇秋田県暴力団排除条例（秋田県条例第29号）
１　この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに県及び県民等の責務を明らかにするとともに、暴力
団の排除に関する施策について必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民生活の安全と平
穏を確保し、及び県民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。（第１条関係）
２　この条例において用いる「暴力団」、「暴力団員」、「県民等」及び「暴力団事務所」の用語の意義を定めること
とした。（第２条関係）
３　暴力団の排除に関する基本理念を定めることとした。（第３条関係）
４　暴力団の排除に関する県及び県民等の責務を定めることとした。（第４条及び第５条関係）
５　県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団が利益を得ることとならないように、公共工事の入札に暴
力団員及び暴力団と密接な関係を有する者を参加させないことその他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるも
のとした。（第６条関係）
６　警察本部長は、県民等が暴力団の排除の活動を行うときは、情報の提供、助言、指導、関係者の保護その他の必要
な措置を講ずるものとした。（第７条関係）
７　県は、県民等が暴力団の排除の必要性について理解を深め、暴力団の排除に関する社会的気運を醸成するため、県
民等に対し、暴力団の実態についての周知その他の啓発活動を行うものとした。（第８条関係）
８　暴力団事務所は、学校、図書館、児童福祉施設、都市公園等の敷地の周囲200メートルの区域内においては、これ
を運営してはならないこととした。（第９条関係）
９　事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならないこととした。（第10条関係）
10　事業者は、その行う事業に関し、暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる
金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととした。（第11条関係）

11　何人も、次に掲げる契約の締結及び媒介をしてはならないこととした。（第12条関係）
　⑴　譲渡又は貸付け（以下「譲渡等」という。）をしようとする県内に所在する土地又は建物（以下「不動産」とい
う。）が暴力団事務所の用に供されることを知ってする当該不動産の譲渡等に係る契約の締結

　⑵　不動産が暴力団事務所の用に供されることを知ってする当該不動産の譲渡等の媒介
12　不動産が暴力団事務所の用に供されないようにするための不動産の譲渡等に係る契約の締結時における措置につい
て、努力義務を定めることとした。（第13条関係）

13　９から11までの施行に必要な場合における公安委員会の関係者に対する報告又は資料の提出の請求について定める
こととした。（第14条関係）

14　事業者又は不動産の譲渡等を行う者（その代理人を含む。）若しくは媒介する者が９から11までを反復して違反す
るおそれがある場合に係る公安委員会の勧告について定めることとした。（第15条関係）

15　13に応じない場合又は14に従わない場合の公表について定めることとした。（第16条関係）
16　条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定めることとした。（第17条関係）
17　８の暴力団事務所の運営の禁止に違反した者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとした。（第
18条関係）

18　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、８から17までは、平成23年７月１日から施行することと
した。
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警察官以外の職員

計

388

2,339

388

2,342

0

3

◇ ◇
◇ ◇
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条　　　　　　　　例
　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。　

　 一　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二　 秋 田 県 招 致 外 国 青 年 の 給 料 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例

　 三　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 四　 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 五　 秋 田 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 六　 秋 田 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 七　 秋 田 県 南 部 老 人 福 祉 総 合 エ リ ア 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 八　 秋 田 県 知 的 障 害 福 祉 施 設 条 例 を 廃 止 す る 条 例

　 九　 秋 田 県 身 体 障 害 者 更 生 訓 練 セ ン タ ー 条 例 を 廃 止 す る 条 例

　 十　 秋 田 県 総 合 生 活 文 化 会 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 一　 秋 田 県 公 害 防 止 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 二　 秋 田 県 地 球 温 暖 化 対 策 推 進 条 例

　 十 三　 秋 田 県 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 設 置 許 可 等 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 四　 秋 田 県 就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業 等 特 別 会 計 条 例

　 十 五　 秋 田 県 産 業 技 術 セ ン タ ー 条 例

　 十 六　 秋 田 県 立 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 七　 秋 田 県 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 八　 秋 田 県 行 政 財 産 使 用 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 九　 学 校 職 員 の 定 数 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十　 秋 田 県 警 察 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二 十 一　 秋 田 県 暴 力 団 排 除 条 例

　 　 平 成 二 十 三 年 三 月 十 四 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久
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